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第２章

熊谷市自治会連合会について
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熊谷市自治会連合会とは熊谷市自治会連合会とは
１ 概要

自治会活動の円滑な推進と熊谷市の発展に寄与することを目的とし、全て

の自治会が参加する熊谷市自治会連合会を組織しています。

２ 熊谷市自治会連合会の事業

熊谷市自治会連合会では、主に次のような事業を実施しています。

①市報等広報紙の配布（毎月）

熊谷市自治会連合会は、市から市報と行政機関等の広報紙の配布事業を

受託し、協力しています。配布業務は全ての自治会に協力いただき配布し

ていますが、年間一世帯 850円の配布委託料が交付されています。熊谷市
自治会連合会では、その委託料を配布世帯数に応じて各自治会へ交付して

います。

なお、配布世帯数の増減は、年２回（4月、10月）「広報紙等配布委託
料に係る調査報告書」の提出を自治会長へ依頼し、確認します。（16ペー
ジ参照）

②総会・自治会長表彰（5月）
熊谷市自治会連合会の総会は５月に開催しています。

総会では、自治会活動に尽力している自治会長等に対し、感謝の意を表

するため、熊谷市自治会連合会表彰規程に基づき、表彰しています。表彰

の種類は、次のとおりです。

○自治会長在職５年

○自治会長在職１０年

○副会長又は会計在職１０年以上（自治会長推薦が必要です。）

○自治会連合会会長、自治会連合会副会長及び地区自治会連合会会

長を退任した自治会長

○２０年以上在職し退任した自治会長



- 13 -

③くまがや自治連だより「ひろば」（8月、1月）
熊谷市自治会連合会の発行する広報紙です。紙面にて市内の自治会の活

動状況及び自治会連合会の事業報告を写真付で紹介します。

④新任自治会長研修（5～6月）
新任自治会長を対象に、自治会の

あり方や運営方法、市とのつながり

について知っていただき、円滑な自

治会運営が行えるよう支援すること

を目的とした研修会を開催していま

す。

⑤その他研修等

自治会長を対象に、専門知識の習得や自治会同士の気軽な情報交換を目

的として、研修・講演会・レクリエーション等を行っています。実施内容

や時期は、年度によって異なります。

平成３０年１１月２７日 講演会

＜テーマ＞

⑴知っておきたいカラダのこと

狭心症と心筋梗塞

⑵健康寿命をのばす 熊谷市にお

ける介護予防体操と地域づくり
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３ その他

①会費の徴収

熊谷市自治会連合会の会費は、一世帯 30円を上半期の広報紙等配布委
託料（８月末日振込）から差し引いて徴収しています。

②回覧板

新しく作成した回覧板を平成２９年１月に全自治会に配布しました。班

数が増えた等の理由で追加の回覧板が必要な場合は、事務局（市民活動推

進課と各行政センター地域振興係）までお越しください。

③加入促進マニュアル及びパンフレット

自治会加入率の向上を図るため、加入促進マニュアル及びパンフレット

の配布を行っています。配布場所は事務局（市民活動推進課と各行政セン

ター地域振興係）です。

＜注意事項＞

・１年度内で班数を上限とした冊数を配布できます。

（例：班が 10班ある自治会→10冊までお渡しできます。）
・数に限りがあるため早急にはご要望にお応えできない

場合もあります。

加入促進

パンフレット 回覧板
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中央１区 4連合

理事5名 連合組織を持たない自治会3

中央２区 3連合

理事6名 連合組織を持たない自治会13

中央３区 3連合

理事5名 連合組織を持たない自治会12

東区 4連合

理事7名 連合組織を持たない自治会2

西１区

理事6名

西２区

理事7名

南区

理事5名

北区 4連合

理事10名 連合組織を持たない自治会3

妻沼区

理事10名

大里地区

理事3名

江南地区

理事4名

熊谷市自治会連合会組織図

38自治会

35自治会

29自治会

39自治会

3連合 19自治会

会長
（1名）

副会長
（11名）

理事
（68名）

3連合 29自治会

監事
（2名）

2連合 14自治会

27自治会

5連合 85自治会

1連合 24自治会

1連合 24自治会

自治会合計　363自治会

※連合＝地区自治会連合会
※会長・副会長は地区ごとに
　 理事の中から選出する。
※数値は平成31年4月現在

４ 熊谷市自治会連合会組織図

◎事務局

市民活動推進課 自治振興係 TEL：048-524-1129（直通）

FAX：048-521-0520

大里行政センター地域振興係 TEL：0493-39-0311（代表）

妻沼行政センター地域振興係 TEL：048-588-1328

江南行政センター地域振興係 TEL：048-536-1522
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５ 手続の方法について

熊谷市自治会連合会に届出の必要な主な手続を記入例とともに解説します。

ご記入いただいた書類は自治会連合会事務局（市民活動推進課、各行政セン

ター地域振興係）へご提出ください。

①広報紙等配布委託料に係る配布数報告書

広報紙等配布委託料の算出根拠として提出する書類です。事務局では配布

部数を把握するため年２回、各自治会に配布数の報告を依頼します。配布部

数に変動がない場合も、必ず基準日の配布数を記載の上、ご報告願います

（記入例は 18・19ページをご覧ください。）。
◎依頼時期：上半期４月／下半期１０月

○上半期（基準日：４月１日）

・基準日の配布部数をご記入の上、期限までにご提出ください。

・自治会の加入世帯数と班数の記入もお願いします。

○下半期（基準日：１０月１日）

・基準日の配布部数をご記入の上、期限までにご提出ください。

※注意事項

・地区によっては地区連合会長が取りまとめているところもあります。

・世帯数の増減により広報紙の配布部数を変更する場合は、広報広聴

課への連絡が必要となります。手続方法については、34ページをご
参照ください。

②口座変更届

広報紙等配布委託料振込先の口座に変更があった時に提出する書類です。

振込日（上半期：８月末／下半期：１月末）の１か月前までにご提出くださ

い。なお、事務局では上半期の配布数報告書の通知に合わせ、４月下旬に口

座変更届を郵送します。変更のあった場合は早急にご提出願います（記入例

は 20ページをご覧ください。）。
◎受付時期：随時

③自治会長変更届

自治会長の変更があった時に提出する書類です。必要事項をご記入の上、

自治会連合会事務局までにご提出ください。なお、事務局では年度末の役員

交代に合わせ、２月下旬に自治会長変更届を郵送します。変更のあった場合

は早急にご提出願います（記入例は 21ページをご覧ください。）。
◎受付時期：随時
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④熊谷市メール配信サービス「メルくま」の登録

熊谷市自治会連合会では、平成２７年１２月１７日に熊谷警察署、熊谷市との三者

で「熊谷市犯罪情報の住民提供等に関する協定」を締結しました。

この協定により、通り魔的な殺傷事件等の住民の生命身体に危険の及ぶおそれのあ

る重要犯罪情報等について、熊谷警察署からの依頼に基づき、自治会を通じての注意

喚起を行うことになりました。

つきましては、迅速・正確に情報を取得することができる「メルくま」の受信登録

にご協力をお願いします。

なお、事務局では、４月下旬に受信登録回答書を郵送します。「メルくま」受信登

録状況について、回答書の提出をお願いします（記入例は 22ページをご覧くださ
い。）。

≪登録方法≫

(1)携帯電話、パソコンから以下の宛先にメールを送信します。
宛先に touroku@kumagaya-city.jp と入力してください。

(2)「メルくま」登録用のメールが自動的に届きます。
※メールが届かない場合は迷惑メール防止設定を確認してください。

(3)メールに記載されたアドレスにアクセスします。

(8)登録完了です。
これ以降は自動的に

メールが届きます。

(4)登録画面が表
示されます。「メ

ール配信に同意

する」を選択しま

す。

(5)配信内容を選
択します。

(6)利用者の小
学校区を選択

します。

(7)最終確認の
画面です。

「入力内容を登

録する」を選択

します。

☑ 防犯・交通安全情報

〔市内や近隣で発生し

た不審者情報、振り込

め詐欺、悪質商法や架

空請求などの防犯情

報や交通安全に関す

る情報〕
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配布数報告書（上半期）記入例
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配布数報告書（下半期）記入例
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口座変更届記入例
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自治会長変更届記入例
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メルくま受信状況回答書 記入例


